
亀山市告示第１７９号  

 亀山市障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給

付金支給事業実施要綱を次のように定める。  

  平成２８年７月２８日  

亀山市長  櫻  井  義  之  

 

亀山市障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福

祉給付金支給事業実施要綱  

 

 （目的）  

第１条  この告示は、一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの

恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族年金受給者を支援するよう

に実施する、低所得の障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等

支援臨時福祉給付金（以下本則及び別記において「年金生活者等

支援臨時福祉給付金」という。）を支給する事業について、必要

な事項を定める。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

（１）年金生活者等支援臨時福祉給付金  前条の目的を達するため

に、低所得の障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支援臨

時福祉給付金として市によって贈与される給付金をいう。  

（２）支給対象者  別記の１に掲げる年金生活者等支援臨時福祉給

付金が支給される者をいう。  

（年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給）  

第３条  市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、

年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給する。  

（支給額）  

第４条  前条の規定により支給対象者に対して支給する年金生活者

等支援臨時福祉給付金の金額は、支給対象者１人につき３万円と



する。  

 （申請受付開始日及び申請期限）  

第５条  年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請受付開始日は、平

成２８年９月１６日とする。  

２  申請期限は、平成２８年１２月１６日とする。ただし、市長が

やむを得ない事情があると認める場合は、平成２９年２月末日ま

で延長することができる。  

（申請及び支給の方式）  

第６条  年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けようとする

者（以下「申請者」という。）は、年金生活者等支援臨時福祉給

付金（障害・遺族年金受給者向け）申請書（請求書）（別記様式。

以下「申請書」という。）を提出するものとする。  

２  申請者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げるいず

れかの方式により行う。この場合において、第３号に掲げる申請

方式は、申請者が全国銀行資金決裁ネットワークに接続されてい

る日本国内金融機関（以下「金融機関」という。）に口座を開設

していないときその他第１号又は第２号による支給が困難な場合

に限り行うものとする。  

（１）郵送申請方式  申請者が申請書を郵送により市に提出し、市

が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式  

（２）窓口申請方式  申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申

請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式  

（３）窓口現金受領方式  申請者が申請書を郵送又は市の窓口にお

いて市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支

給する方式  

３  申請者は、年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請に当たり、

公的身分証明書の写しの提出により、申請者本人の申請であるこ

とを証する。  

（振込口座の確認）  

第７条  振込口座の確認方法については、金融機関の通帳又はキャ



ッシュカードの写し（以下「口座確認書類」という。）により行

うものとし、口座確認書類については、申請者が申請書に添付す

るものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める

場合は、この限りでない。  

（代理による申請）  

第８条  支給対象者に代わり、代理人として第６条の申請を行うこ

とができる者は、次の各号に掲げる者に限る。  

（１）平成２８年１月１日（以下「基準日」という。）時点での申

請者の属する世帯の世帯構成者  

（２）法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付

与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補

助人）  

（３）親族その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をして

いる者等で市長が特に必要と認めるもの  

２  代理人が年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給の申請をする

ときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出し

なければならない。この場合において、市は、公的身分証明書の

写し等の提出又は掲示を求めること等により、代理人が当該代理

人本人であることを確認する。  

３  市は、代理人が第１項第１号の者にあっては住民基本台帳によ

り、同項第２号及び第３号の者にあっては、市長が別に定める方

法により、代理権を確認する。  

（審査及び支給の決定）  

第９条  市長は、第６条の規定により申請書が提出されたときは、

速やかに所要の審査を行い、適正であると認めた場合は、支給を

決定し、当該支給対象者に対し年金生活者等支援臨時福祉給付金

を支給する。  

２  前項の規定にかかわらず、亀山市臨時福祉給付金支給事業実施

要綱（平成２８年亀山市告示第   号。以下「平成２８年度実施

要綱」という。）別記の１の（４）に規定する申出を行った者が、



その者の年金生活者等支援臨時福祉給付金につき、基準日時点の

住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請が行われ

た場合（当該申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市

町村（特別区を含む。以下同じ。）に到達した時点で、当該年金

生活者等支援臨時福祉給付金の代理申請について支給決定通知が

既に行われている場合を除く。）は、年金生活者等支援臨時福祉

給付金を支給しない。  

（年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給等に関する周知）  

第１０条  市長は、障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支援

臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申

請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他

の方法による住民への周知を行う。  

（未申請の場合の取扱い）  

第１１条  支給対象者から第５条第２項の申請期限までに第６条の

規定による申請が行われなかった場合には、当該支給対象者が年

金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けることを辞退したも

のとみなす。  

（申請の取下げ）  

第１２条  市長が第９条の規定による支給の決定を行った後、申請

書の不備による振込不可能があり、市が確認等に努めたにもか  

かわらず申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に

帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り

下げられたものとみなす。  

（不当利得の返還）  

第１３条  市長は、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受け

た後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不

正の手段により年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受けた

者に対しては、支給を行った年金生活者等支援臨時福祉給付金の

返還を求める。  

 （受給権の譲渡又は担保の禁止）  



第１４条  年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給を受ける権利

は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。  

（その他）  

第１５条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この告示は、平成２８年８月１日から施行する。  

 （失効）  

２  この告示は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。  

 

別記（第２条、第９条関係）  

（支給対象者）  

１  支給対象者は、平成２８年度実施要綱第２条第２号に規定する

支給対象者であって、３に掲げるいずれかの年金について平成２８

年４月分の受給がある者（同年５月分の受給のない者を除く。）

又は同年５月分の受給がある者とする。  

２  １の規定にかかわらず、低所得の高齢者向けの年金生活者等支

援臨時福祉給付金の支給を受けた者には、年金生活者等支援臨時

福祉給付金を支給しない。  

３  対象となる年金  

（１）国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に基づく障害基礎

年金又は遺族年金  

（２）国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４

号。以下「６０年改正法」という。）附則第３２条の規定によ

りなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害

年金、６０年改正法附則第７８条の規定によりなお従前の例に

よることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金（障害等

級が１級又は２級の年金に限る。）及び６０年改正法附則第８７

条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法



に基づく障害年金（職務上の事由によるものについては障害等

級が１級から５級までの年金、職務外の事由によるものについ

ては障害等級が１級又は２級の年金に限る。）  

（３）厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合

を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法

律（平成１３年法律第１０１号）附則第１６条第６項に規定す

る移行農林年金のうち障害年金（障害等級が１級又は２級の年

金に限る。）  

（４）国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０

年法律第１０５号）附則第３条、地方公務員等共済組合法等の

一部を改正する法律（昭和６０年法律第１０８号）附則第３条

及 び 私 立 学 校 教 職 員 共 済 法 （ 昭 和 ２ ８ 年 法 律 第 ２ ４ ５ 号 ） 第

４８条の２の規定によりその例によることとされる国家公務員

等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第１０５

号）附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされた

障害年金及び船員障害年金（障害等級が１級又は２級の年金に

限る。）  



別記様式（第６条関係） 

年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族年金受給者向け）申請書(請求書) 

 
平成28年1月1日時点の住民票所在市区町村 

亀 山 市 長  様 
 
 1．申請者  記 入 日 平成  年  月  日 

 ( フ リ ガ ナ ) 
性別 生 年 月 日 現 住 所 

(印字された住所と異なる場合は現住所に訂正してください。) 氏 名 
 

 
  

   ※本人確認書類を裏面に添付してください。 

   

 

住 所(平成28年1月1日時点の住民票所在地) 

 

電 話       (    )       

  2．支給額(請求額) 

支給額(請求額) 30,000円 

 

 3．誓約・同意事項 

(1) 低所得の障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給要件に該当します。 
(2) 低所得の障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給要件の該当性等を審査するため、亀山

市が必要な税情報等の公簿等の確認を行うこと及び必要な資料等を他の行政機関等に求めることに同意します。 
(3) 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。 
(4) この申請書は、亀山市において支給決定をした後は、低所得の障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福

祉給付金の請求書として取り扱います。 
(5) 亀山市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の理由により支払が完了せず、かつ、亀山市が定めた期

間までに、亀山市が申請者(代理人を含みます。)に連絡・確認できない場合には、亀山市は、当該申請が取り下げら
れたものとみなします。  

(6) 低所得の障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給後、平成28年度分の市民税・県民税(均
等割)が課税されていること、課税者の扶養親族等であること等低所得の障害・遺族年金受給者向けの年金生活者等支
援臨時福祉給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、受給した給付金を返還します。 

上記事項を誓約・同意します。 
申 請 者 氏 名（署名してください。）※代筆可 

 

                                   ※申請者の氏名を署名してください。 
                                
 4．受取口座 
  【受取口座記入欄】 
   ※通帳又はキャッシュカードの写しを裏面に添付してください。 
 

金 融 機 関 名 支 店 名 
預金
種別 

口 座 番 号 
(左詰めで記入) 

(フリガナ) 
口 座 名 義 

 
1.銀行 4.信組 
 

2.金庫 5.農協 
 

3.信金  

 

1.本 店 
2.支 店 
3.支 所 
4.出張所 

 

普通        

 

 

 
 ※申請者（対象者本人）以外の口座への振込みを希望される場合は、委任状、申請者（対象者本人）の本人確認書類の写し、 
受託者の本人確認書類の写し及び受取口座の通帳又はキャッシュカードの写しが必要です。 
 

 
    ※代理受給が可能な方一覧（同一世帯以外、代理権を有することを証明する書類等が必要となります。） 
    1．同一世帯：平成28年1月1日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成員 
    2．法定代理人：親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の権利がなされた補助人 
    3．その他：親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方 

 

お問い合せ番号 

 
 



 
 

 
 

本人確認書類 
貼付け 

 
○本人確認書類（住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証等
のうち、いずれかの写し）を貼り付けてください。※有効期限内のものに限ります。 

 
※外国人の方の本人確認書類は、在留資格等を確認する必要があるため、在留カード、特
別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者証明書と
みなされている外国人登録証明書のうち、いずれかの写しとなります。 

 
※詳しくは、同封の案内文書をご覧ください。 

 

 

 

口座確認書類 
貼付け 

 
 

○受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人(カナ)が分かる通帳又は
キャッシュカードの写しを貼り付けてください。 

 
※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号(7桁)」(通帳
見開き下部に以下のように記載されています。)をご記入ください。 

 
  ●ゆうちょ銀行の通帳見開き下部の記載イメージ 
  『この口座を他金融機関からの振り込みの受取口座として利用される際は次の内容をご指定ください。 
  【店名】○○○(漢数字3桁)○○○(読み方)【店番】○○○(数字3桁) 
  【預金種目】○○預金【口座番号】○○○○○○○(数字7桁)』 
 
※長期間使用していない口座の場合、振り込みができないことがありますので、平素か
ら使用されている口座をご利用ください。 

 

 


